
議案第 8号

橋本市やすらぎ広場設置及び管理条例の一部を改正する条例につ

い て                           ′

橋本市やすらぎ広場設置及び管理条例の一部を改正する条例について、別紙

のとおり定めたいので、議会の議決を求める。

令和 4年 6月 13日 提出

橋本市長  平木 哲朗
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橋本 市やす らぎ広場設置及 び管理条例 の~部 を改正す る条例

橋本市やす らぎ広場設置及び管理条例 (平 成 18年 橋本市条例第 198号 )の 一部 を次のよ うに改正す る。なお、改

正部分は、次の表 中下線又は太線 の部分である。

‐
卜
０
‐

改正前

(名 称及び位 置 )

第2条  略

改正後

市長の許可を受けなければならない。

申詰書力市長に操出 しなければならない。

の

たの

と 。

3

る 催 全部又は一部を独 占して利用するこ1ッ のためやす らぎ広場 の

哉

セッて写 真 、 映 画 等 を撮 影 す る こ と。

示 会 、競 技 会 、音 楽 会 、 写 生 会 、撮 影 会 そ の他 これ らに類 す

動そのイ

“

.こ れ らに類する行為をするのアЛ`百布 、 募 金 、 署 名

1)物 品 の販 売 、 出店 を行 うこ と。

(2)物

(4)興 行 を行 うこ とぉ

(5)展

し た

い3

の

の の広

(名 称及び位置 )

2条  略

(行 為 の制限 )

こと。

(3)業 と

の

が

口

の

の

》きは、 この限 りでない。

(1)公 の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

の ヤⅢ の3

イこ

できる。

許可 を しない。

の



―
ヽ
引
＝

(行 為 の禁止 )

3 やす らぎ広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1)～ (3)略
(9)営 利 を 目的 とした行為 をす るこ と。

(10)。 (11)略
(利 用 の禁止又 は制限 )

し よ

う。)が 、次の各号のいずれかイこ該当すると認めるときは、やす らぎ

広 場 の 利用狩禁上 し、又は制限す ることができる。
rlヽ  禾II用 者 が 前 条 各 昇 の い ず れ か に該 当す る に 至 っ た とき。

2)公 の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

ヤヽ

(3)や す らぎ広 場 内 の施 設 を損 傷 し、又 は汚 損 す るお それ が あ る と

き。

(4)管 理 上支 障 が あ る とき 6

(5)そ の他 市長 が不適 当 と認 め 集

市長 は、やす らぎ広場 の損傷その他 の理 由によ り、そ の利用が危険

である認 め られ る場合 又はやす らぎ広場 に関す る工事 のため、やむ を

得 ない と認 め られ る場合 においては、やす らぎ広場 を保全 し、又 はそ

の利 用者 の危険 を防止す るため、区域 を定 めてやす らぎ広場 の利 用 を

禁止 し、又 は制限 をす るこ とがで きる。

5 略

(3)公 衆 の利 用 に 支 障 が あ る と認 め る とき。

掲 げ る や、の の ほか 、 管理 上 支 障 が あ る と認 め る とき。

(行 為の禁止 )

第4条  やす らぎ広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

た場合については、この限 りでない。

市長 は、やす らぎ広場 の損傷その他 の理 由によ りヽその利用が危険

である認 め られ る場合又はやす らぎ広場 に関す る工事 のため、やむ を

得 ない と認 め られ る場合 においては、やす らぎ広場 を保全 し、又はそ

の利用者 の危険 を防止す るため、区域 を定めてやす らぎ広場 の利用 を

禁上 し、又 は制 限をす ることができる。

第6条  略

(使 用料 )

の利益になると認めるとき。

の37

イこ丹34

(1)～ (8)略

Ⅲ 節

のし の1

5

(9)。 (10)略
(利 用 の禁止又は制 限 )

じて得た額及びその額に地方税法 (昭 和25年 法律第226号 )に 定める地

方消費税の税率を乗 じて得た額を合算 した額を加えた額 (10円 未満の

ね′狩切 り捨 て る や、の とす るn)を 使 用 料 と し

し

当 該 額 に

搬 新 券 オ lLナ,力 ★ liヽ

蜜 10R暑 うに 市 あ る 消 春 耕,の 前 率 狩 乗年 法 律63消 書 紳 渋 (日召苅



‐
卜
∞
‐

6 略

)

この条例 の施行 に関 し必要 な事項 は、
(委任

める。

(使 用料 の徴収 )

第8条  使用料 は、第3条 の許可の際に徴 H又 す るぃただ し、市長 が特別 の

理由があると認める場合は、この限り歪≧±氾
ル い い

該 禾II用 ブ,ミ 1 平 ナ メー トル 夫 浦 で る 》 ★ X,■ 1 平 方 メー トル 未 満 の 端

独ケ坊ミカ、ム )´ 共 ,士 加ッカ lV方 メー トル と して計 算 す る。

(使 用料 の減免 )

9 上 の で

>梨 あ ス >表 と寸 イ市 田 料 か 溝 箱 I夕 ヽ 支 ,■ 争除¬予ることが・できる

(使 用 料 の還 付 )

0 の い 広

許可 を琶けた者の責めに帰するこ 注が で きない理 由に よつて そ の許

可 に 係 る行為 又liそ の禾II用 をす ム > が で き 疫 くな った場 合 そ の他

市 岳 が抹事がある と認 める場合においては、この限 りでない。

(監 督 処 分 )

第 ■条 市長 は、次の各号のいずれかに該 当す る者 に対 してェ この条例

の つ し 上 し

らの退去を命ず ることができる。
(1) の 条 イ万1i V l士 の 条 例 の 士耳市 に 基 づ ぐれ 今 に鷺 反 して い る者

(2) この 条 例 の 規 定 に よ る許 可 に付 した条件 に違 反 して い る者

(3)偽 り 子 の イれ̀示 下 ナF手段 に よ り こ の 築イ丁liの 親 庁 に よ る許 可 を受 け

た 者

の ヤヽ か ヤ` て の

の に し

は 同項 に規 定す る抹軍 浚措 置 を命 ず る こ とがで き る。

(1)や す らぎ広 場 に関す る工事 の た めや すrを 得 ない必 要 が生 じた場

ハ

(2)や す らぎ広場 の保 又は利 用 に著 しい支障が生 じた場合

(3)や す 島ぎ広場 の管理上 の 由以外 の理 由 に基 づ く公 益 上や む を

得 ない必 要 が生 じた場 合

12 略

この条例 の施行 に関 し必要 な事項 は、規則で定 める。
(委 任 )



附 貝ll

略

(罰 則 )

第 14条 の各 号 の いず れ か に該 当す る者 に対 して は 、 5万 円以 下 の過

料 に 友几十 る ^

r 1 )筑 3 久大縮 1項 又は第3項 の規定に違反 して第3条 第 1項 各号に掲 げ

る行為をした者!

(2)第 4条 の
イ
規 定 に違 反 して第4条 各号 に掲 げる行為 を した者

( 3 ) 第 11久大第 1項 又は第2項 の規定に よる市長 の命令 に違反 した者

2 わ亀り そ の イ和̀不 正 ナF手段 に よ リイ吏用料 の徴 収 を免 れ た者 に対 して は、

そ の 徴 歩 4,1′ 小 箱 の 5倖 に 相 当 十 る 小 箱 r当 該 5倍 に相 当す る金 額

が 5万 田 狩注召ア な い とき は 、 5 円 》す る^)以 下の過料 に処す る。

附  則

略

別表 (第 8条 関係二

使用料

400円

400円

1,000円

250円

5円

1,050円

350円

その都度 定 める

単位

1平方メー トル

1日 につき

1人 1日 に つ き

1時 間 につ き

1台 1日 につ き

1平方メー トル

1日 につき

1箇 所 3時 間 ま

で

3時 間を超える

とき1時 間増す
ごとに

種 別

物品の販売、出店その他 これ

らに類す るもの

物 品の頒布 、募金、署名運動

その他 これ らに類す るもの

業 として映画 を撮影す る と

き

業 として写真 を撮影す る と

き

興行を行 うとき

展示会、競技会、音楽会その

他 これ らに類す る催 しを行
うとき

その他市長 の指定す るもの

‐
ヽ
０‐

附  則



(施 行期 日)

1 この条例 は、令 和 4年 9月 1日 か ら施行す る。 ただ し、次項 の規 定 は、令和4年 7月 1日 か ら施行 す る。

(準 備行為 )|

2 許 可 の手続 、使 用料 の支払手続 そ の他やす らぎ広場 を供用す るた めに必要 な準備行為 は、 この条例 の施行 の

日前 において も行 うこ とがで きる。

(橋 本市都 市公 園条例 の一部 改正 )

3 橋本 市都 市公 園条例 (平 成 18年 橋本市条例第 195号 )の 一部 を次 の よ うに改正す る。 なお 、改正部分 は、次

の表 中下線 又 は太線 の部分 で ある。

‐
枷
〇
‐

改正後 改正前

(行 為 の制 限 )
(行 為 の制限 )

4条  都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長 第 4条  都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長

の許可を受けなければならない。 の許可 を受 けなけれ ばな らない。

(1)物 品 の販 売 、 出店 を行 うこと。 (1)物 品の販売を行うこと。

(2) 物 品 の領 布 、募 金 、署名運動その他これ らに類する行為をする (2)行 商、募金その他 これ らに類す る行為 をす ること。

(

こ と。

3)～ (5

5略
行 為 の

) 略 ( 3 ) ( 5 ) 略

2 5 略

(
江木

止 )
(行 為 の禁止 )

6条  都 市公 園において

し、法第 5条 第 1項若 し

の許可 に係 るもの及び市

でない。

(1)～ (8)略
(9)た き火 をす ること。

(10)～ (17)略
表 (第 13条関係 )

`デ

行 為 を し イま な ら な た だ
6条  都 市公

し、法第 5条
の許可 に係 る

でない。

(1)～ (8)略

園 お イま 次 I 掲 tデる 行 為 を し て イま な ら な しヽ た だ イま 次 に 掲 る て V ヽ

に V ヽ て

第 項 |ま 第 条 第 1 項 若 し く は 第 8 項
第 1 項 若 し く イま第 3 項 又 イま第 4 条 第 1 項 若 し く は 第 3 項 く イま 3 又 4

長 が 必 要 と認 め た 場 合 1こ つ ヤヽ て イま の 限 り
も の 及 び 市 長 が 必 要 と認 め た 場 合 イこつ ヤヽ て イま の 限 り

(9) 指 市 六 加′ 場所以外の場所においてたき火をすること。

(10)～ (17)略
表 (第 13条 関係 )

1・ 2 略
1・ 2 略

3 都 市 公 園 の使 用 料市公 園 の使 用 料

種 月可 単 位 使 用料 種 別 単 位 使 用 料



物品の販売、行

商、募金等 を行

うとき

一時的な も

の

1人 1日 につ き 400円

その他 の も

の

1人 1日 につき 1,300円

略 略 略

業 として写真 を撮影す る とき 1台 1日 250円

略 略 略

略

物品の販売、出店その他 これ ら

に類するもの

1平方 メー トル イこ

つ き 1日

400円

物品の頒布、募金、署名運動そ

の他 これ らに類するもの

1人 1日 に つ き 400円

略 略 略

業 として写真を撮影す るとき 1台 1日 つ 250円

略 略 略

略

Ｉ
枷
一Ｉ


